
「櫛田川・佐奈川・西南海岸」の現場からの便り

  国土交通省中部地方整備局
　   三重河川国道事務所
　        櫛田川出張所
　　　   第 １０ 号
　　平成２３年８月発行

　７月２５日（月）、三重河川国道事務所では、平成２２年度に完成
した請負工事等の内、成績優秀など、より質の高い社会資本整備事業
推進に貢献された企業又は技術者の方々に対し、表彰を行いました。
　櫛田川出張所関係の受賞者は以下のとおりです。

　台風６号の接近により、７月１８日（月）から２０日（水）にかけて、２４時間体制で河川･海岸巡視
を行い警戒にあたりました。
　また、水位の上昇に伴い、１８日に櫛田可動堰と祓川水門の操作も行いましたが、台風通過後は、祓川
における水涸れや魚類のへい死を防止するためのきめ細かな操作を実施しました。

　三重河川国道事務所では、地域の皆様に防災に関する情報を提供するた
め、システム整備や情報発信を行っています。三重河川国道事務所ホーム
ページの「防災情報」から、ぜひ！アクセスしてみてください！！
　河川･海岸の様子が分かるライブカメラ画像も公開しています。台風や
大雨の時の河川･海岸の状況を、現地に行かれなくてもパソコンで安全に
確認する事が出来ます！
　

　　【三重河川国道事務所ホームページＵＲＬ】
　　　　http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

表彰された西南海岸浜田護岸工事

「防災情報」の画面

表彰された櫛田川法田築堤工事

ゲート操作翌日の祓川増水した佐奈川　 洪水操作中の櫛田可動堰
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　三重河川国道事務所では、毎年７月の河川愛護月間に、河川の美化や愛護などに顕著な功績のあった
個人･団体の方々に感謝状の贈呈を行っています。
　今年は７月２６日（火）に表彰式が行われ、櫛田川出張所関係では、以下の２団体の方々に感謝状が
贈呈されました。
　早馬瀬町自治会の皆様は、早馬瀬町地内を含む約１㎞の範囲の堤防や河川敷などの清掃活動をされて
います。特に櫛田橋付近では、ゴミの不法投棄の頻度が高く、自治会の活動日以外にも、有志による清
掃活動をされております。
　櫛田川第一漁業協同組合の皆様は、大平橋から櫛田可動堰間の約7.6㎞を３班に分かれ、櫛田川両岸
の堤防や河川敷と、船舶を利用しての水面の清掃活動をされております。

　櫛田川流域では、実に多くの地元の方々が河川の美化や愛護の活動をされている一方で、心ない人によ
るゴミの不法投棄が絶えません。河川に捨てられたゴミは、環境や水質に悪影響を及ぼすだけではなく、
台風や大雨などの増水時には流出してしまい、橋梁や堤防などの施設を損傷させることもあります。
　川と海の恵みは、私達の生活を支える大切なものです。ゴミのない美しい川と海づくりにご協力をお願
いします！

櫛田川河口部の松名瀬干潟には、
１５０株ほどある自生ハマボウの群生地があります！

自生ハマボウの群生地
１日しか咲かない

ハマボウの花
松名瀬干潟を清掃されている西黒部はまぼうクラブ＊の皆様

台風６号で松名瀬干潟に堆積した流木と様々なゴミ台風６号で櫛田橋水位観測所に流れ着いた冷蔵庫櫛田橋下に捨てられた大量のゴミ

＊松阪市西黒部町の方々が、松名瀬干潟の清掃活動や
　 ハマボウの観察会などをされている親睦団体です！

早馬瀬町自治会長様（右側）  清掃活動をされている早馬瀬町自治会の皆様

櫛田川第一漁業協同組合副組合長様（右側）    清掃活動をされている櫛田川第一漁業協同組合の皆様
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　「水防月間」中の５月２２日（日）、鈴鹿市の
鈴鹿川において、「水防技術講習会」が開催さ
れ、櫛田川出張所管内からは松阪市･多気町･明和
町の各消防団の皆様が、土のう作りなどの水防工
法の講習を受けられました。
　当日は、途中から雨となり実践さながら、洪水
から地域を守るため、きびきびとした動作で技術
の習得をされていました。

　４月２５日（月）、三重河川国道事務所職員によ
る「安全利用点検」を実施しました。
　これは、河川の利用者が増加すると予想される
ゴールデンウィーク前に、危険箇所がないかを点検
するものです。

　６月１７日（金）、堰や排水機場などの施設を管
理する県や市等の職員の方々と「出水期前点検」を
実施しました。
　これは、国が管理している河川に設置された施設
に異常がないかを出水期＊前に点検するものです。

　６月１４日（火）、県･市町職員及び消防団等の
水防関係者の方々と河川増水時に危険となる箇所や
水防備蓄材の保管場所についての確認を行う「合同
巡視」を実施しました。これは、本格的な出水期＊

に入る前に水害の未然防止等の目的のため毎年実施
しています。当日は「水防技術講習会」で習得した
積土のう工法についての説明も行いました。

コスト縮減に繋がるご意見を募集し
ています。
　・裁断された刈草なら欲しい
　・運搬して貰えるなら欲しい
等、様々なご意見をもとに、刈草の
有効活用を考えていきたいと思って
います。

 

　　１．平成２２年度　櫛田川法田築堤工事　　　　　　５．平成２２年度　西南海岸大淀工区護岸工事
　　２．平成２２年度　櫛田川東黒部築堤工事　　　　 ６．平成２２年度　西南海岸松名瀬工区堤防工事
　　３．平成２２年度　櫛田川管内維持管理工事　    ７．平成２３年度　櫛田川維持管理工事
　　４．平成２２年度　西南海岸保全施設整備工事                                            （ H23.8.1 現在 ）

堤防の除草工事で発生した刈草を、
畑の肥料や家畜の飼料等に活用しませんか？

※運搬は行いません。
　保管場所へ取りに来て頂ける方に限ります。
  ご希望・ご意見は、櫛田川出張所までお願い致します。

月の輪工法の訓練中です！ 釜段工法の訓練完了！  相可第二排水ひ管にて 積土のう工法の説明中です！

佐奈川桜づつみ公園付近にて 櫛田第二頭首工にて  高木向山用水ひ管にて   新屋敷排水ひ管にて

   ＊出水期＝雨が多く降る時期
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ご意見・ご要望は、
こちらまでお寄せ下さい。

所　在　地
櫛田橋上流の堤防沿いです。

　５月２日（月）、斎宮小学校の５年生が、小学校の近くを流れる祓川の始まり（祓川水門）と櫛田可動堰
を見学しました。
　洪水時のゲート操作や、農業用水利用や生き物にとっての川の役割などを学習しました。
見学は遠足コースの中で組まれ、小学校まで歩いて帰るとのこと、元気一杯で爽やかな小学生でした。

　７月８日（金）、櫛田川出張所において、河川愛護モニターの方と意見交換会を行いました。
　河川愛護モニターとは、地域の方に、日常生活の範囲内で、堤防や河川敷について知り得た情報などを伝
えて頂く事をお願いしているもので、昨年からモニターをされている西野様に、引き続き１年間の活動を委
嘱しました。活動範囲は、松阪市中万町から阿波曽町の櫛田川です。
　同日は、活動されている場所を河川パトロールカーで職員と一緒に巡回しました。

 

　

　

祓川水門

櫛田可動堰

 外出先での河川情報等のご確認は、
各モバイルサイトをご利用ください！

【ＵＲＬ】
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/m/

【ＱＲコード】

祓川水門と櫛田可動堰の遠景

巡回の出発前に、ハイ！ポーズ♪意見交換会の様子

櫛田可動堰を渡って対岸へＧＯ♪  祓川水門から見学開始！

　国土交通省 中部地方整備局
　三重河川国道事務所 櫛田川出張所
　〒515-0205　松阪市豊原町１３４１－１
　            （tel）  0598-28-2265
　            （fax） 0598-28-6798

【ＵＲＬ】
http://i.river.go.jp/

【ＱＲコード】
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